
　

２
月
10
日
、
臨
時
教
育
委
員
会（
大

久
根
宏
委
員
長
）
が
開
か
れ
、
統
合
準

備
を
進
め
て
い
る
新
し
い
小
学
校
の
名

称
を
「
槻
川
小
学
校
」
と
し
て
提
案
す

る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

　

校
名
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
統
合
検

討
委
員
会
（　
　

英
夫
委
員
長
）
が
広

報
を
通
じ
て
村
民
か
ら
候
補
の
募
集
を

し
、
58
件
、
36
種
類
の
校
名
の
提
案
が

あ
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
小
学
校
統
合
検
討
委
員
会

で
は
１
月
26
日
に
協
議
し
た
結
果
、
候

補
と
し
て
「
槻
川
」「
つ
き
の
木
」「
東

秩
父
」
「
和
紙
の
里
」
の
４
件
を
決
め
、

村
と
教
育
委
員
会
へ
通
知
し
た
と
こ
ろ

で
す
。
こ
れ
を
受
け
て
、
村
教
育
委
員

会
で
は
２
月
10
日
に
会
議
を
開
き
、
候

補
に
挙
が
っ
た
名
称
の
一
つ
一
つ
に
つ

い
て
、
歴
史
性
や
地
域
性
、
文
化
性
等

を
検
討
し
た
結
果
、
「
槻
川
小
学
校
」

を
村
に
対
し
て
提
案
す
る
こ
と
に
し
た

も
の
で
す
。

　

理
由
は
村
の
中
央
を
流
れ
る
川
で
あ

り
、
多
く
の
村
民
が
親
し
ん
で
い
る
こ

と
、
両
小
学
校
の
歴
史
の
中
で
、
そ
れ

ぞ
れ
一
時
こ
の
名
称
を
使
っ
て
い
た
こ

と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト

の
中
で
も
多
く
の
方
が
提
案
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

検
討
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

案
の
漢
字
表
記
、
平
仮
名
表
記
な
ど
も

議
論
し
ま
し
た
が
、
「
槻
」
と
い
う
文

分譲区画　土地面積　２８３.６３　（約８５.８坪）  分譲価格　８,１２３,０００円
申込資格
　１ 自ら居住するための住宅を必要とする者で、同居の親族（婚約者を含む）があること。
　２ 自己および配偶者が宅地を所有していない者
　３ 東秩父村に永住しようとする者。ただし、村外居住者は５０歳以下（昭和３８年４月１日以降に生まれた方）の者
　４ 東秩父村に事務所等を有する法人（平成24年4月1日現在）で、社員住宅を建設するために宅地を必要としている法人
　５ 分譲代金の支払いができる者で、当該宅地に契約の日から３年以内に住宅を建設し、住所移転できる者
申込方法
　　所定の申込書に記入のうえ、下記により提出してください。募集案内は４月２日より産業建設課で配布いたします。
１ 申込期間および申込場所  
　 ●４月１２日（木）および１３日（金）の２日間 午前９時～午後３時 　●場所 産業建設課（郵送不可）
２ 申込に必要な書類等
　・分譲申込書（募集案内末尾にあります。） ・印鑑  ・世帯全員の住民票の写し（３ヶ月以内に交付されたもの）
　・資金調達証明書等（融資証明書、預金残高証明書等）・所得証明書（過去３ヶ年分）
　・納税証明書（過去３ヶ年分） ・婚約中の方は申込書中の婚約証明書欄に仲人の証明を受けてください。
３ 申込み時の注意
　・申込者が登記名義人となります。（共有希望の場合は主たる申込者を申込欄に記入し、共有者氏名欄に共有者を記入）
　・申込書に事実と相違する記載があるときは無効となります。 ・提出された書類は返却いたしません。
代金の支払方法
　　村発行の納入通知書により指定金融機関に納入してください。期限までに納入しない方は譲り受けの資格を失います。
　第１回支払金額 ２００万円  ●支払期限 平成２４年５月１１日（金）まで 　●残金 平成２４年８月１７日（金）まで
　　　　　　　　　　　　　　●その他 所有権移転登記に伴う登録免許税  　  ●指定金融機関 埼玉りそな銀行 小川支店
契　約
 日　時　平成２４年５月１８日（金）午前９時～午後３時  　場　所　産業建設課
　●契約に持参していただくもの
　　　印鑑 　印鑑証明書 　収入印紙 　第１回支払代金振込証明書（領収書のコピー）　代理人の場合は、委任状が必要です。
土地の登記
　・所有権移転登記は、建物建築後、村で行います。所有権移転登記名義人は申込者以外の方はできません。共有希望の
　　場合は連名申込となり、共有は３人までです。登記、契約書作成にかかる費用は譲受人負担となります。
住宅の建築義務
　　区画譲渡後、３年以内に自ら居住する住宅を建設し、入居してください。また、建築する住宅は一住宅一戸とし、規
　模は敷地面積の２２％以上６０％以下としてください。
＊今回の申込受付を終了しても申込がない場合は随時申込を受付し、審査のうえ決定します。詳しくはお問合せください。
問合せ　産業建設課 　８２‐１２２３

町南団地分譲の募集を行います

提
案
校
名
は
「
槻
川
小
学
校
」

      　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
小
学
校
の
校
名
を
提
案

字
に
は
、
本
村
の
場
合
、
慣
れ
親
し
み
、

具
体
的
に
川
を
指
す
表
記
で
あ
る
こ
と

も
あ
っ
て
、
漢
字
表
記
が
選
ば
れ
ま
し

た
。
応
募
の
中
に
は
、
小
学
生
か
ら
の

提
案
も
あ
り
、
幅
広
い
参
加
を
得
て
候

補
が
決
ま
っ
た
こ
と
に
、
関
係
者
一
同

ご
協
力
に
感
謝
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

正
式
に
は
３
月
の
村
議
会
に
、
村
が

平
成
25
年
４
月
１
日
を
も
っ
て
東
西
小

学
校
を
廃
止
し
、
新
た
に
新
校
（
槻
川

小
学
校
）
を
設
置
す
る
条
例
改
正
案
を

提
出
し
、
議
決
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
村
民
の
関
心
の
高
い
事
項
で
す

の
で
、
村
議
会
の
許
可
を
い
た
だ
き
、

事
前
に
広
報
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
こ
の
広
報
の
時
点
で
は
案
の

お
知
ら
せ
と
い
う
こ
と
で
ご
理
解
く
だ

さ
い
。

　

校
名
の
意
味
合
い
と
し
て
は
、
応
募

者
か
ら
の
提
案
を
も
と
に
文
言
を
整
理

し
、
次
の
よ
う
に
い
た
し
ま
し
た
。

《
新
校
名
に
込
め
ら
れ
た
思
い（
案
）
》

　

東
秩
父
に
源
を
発
す
る
槻
川
は
、
私

た
ち
の
住
む
地
域
を
貫
流
し
、
学
校
の

前
を
流
れ
、
関
東
平
野
を
う
る
お
し
、

多
く
の
人
々
の
生
活
を
支
え
、
海
へ
と

注
ぐ
姿
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
奉
仕
の

精
神
の
醸
成
と
心
身
の
成
長
、
世
界
へ

と
羽
ば
た
く
姿
を
願
っ
て
学
校
名
を

「
槻
川
小
学
校
」
と
す
る
。　

     　
　
　
　

  

東
秩
父
村
教
育
委
員
会


